
     

大規模小売店舗を設置する者がその周辺の生活環境の保持のため 

配慮すべき事項についての意見 
 

 

１ 大規模小売店舗の名称 

（仮称）ドラッグコスモス和歌山南インター店 

 

２ 大規模小売店舗立地法第８条第１項 に基づく市町村からの意見 【和歌山市】 

（１） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律を遵守し、生活環境の保全上支障
のないよう廃棄物の適正保管及び処理に務めること。 

（２） 環境面、衛生面、排出量、回収ペースを考慮した廃棄物保管施設を確保
すること。（生ゴミについては２日分以上を確保できる施設にすること。） 

（３） 建物西側の県道和歌山野上線は市立小中学校の通学路になっているた
め、児童生徒の安全確保に努めること。 

 

※大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 第 ８条 第 ２項 に基づく住民等からの意見はありませんでした。 

 

 


